
「第二期長野県子ども・子育て支援事業支援計画（案）」

に関する意見募集の結果について 
長野県県民文化部こども・家庭課 

 

１ 募集期間  令和２年２月２５日～令和２年３月２５日 

 

２ 意見の件数 ４件 

 

３ 意見の概要 

番

号 

該当項目 お寄せいただいたご意見等 県の考え方 

1 第１編 

第６節 

カ  子 育

て 短 期 支

援事業（シ

ョ ー ト ス

テイ） 

 

 

 

 

児童虐待の原因として「家庭にお

ける養育力の低下等により、子育

てが孤立化・困難化し、その負担

感などが虐待という形で発生しや

すくなっている。」と分析されてい

るため、虐待予防のためにこの事

業の積極的な活用を図るべき。 

 ひとり親家庭や児童虐待件数が

増えていることから量の見込みＡ

が今後減ることは想定にくく、施

設が一時保護等で満員であること

から確保方策Ｂも不足し、現状の

ままでは過不足０にはならない

（希望を断っている事実あり）と

思われます。そこでショートステ

イ先としての里親の活用も含め、

計画の修正をお願いします。（量の

見込みＡの再検討も） 

・量の見込み及び確保方策につ

きましては、内閣府より示され

ている手引きに基づき各市町村

において、アンケート調査等を

行い、検討の上数値を算出して

おり、県計画は、この市町村が算

出した数値の積み上げとなって

いることから、現時点で修正は

困難であると考えます。 

・なお、現状の見込みでは、不足

が生じないとなっております

が、ご指摘のような子育てを取

りまく現状等を考慮すると、今

後も一定のニーズが見込まれる

ことから、引き続きニーズの把

握に努め、必要に応じ、中間年の

見直しなどの機会を捉え、反映

してまいりたいと考えておりま

す。 

 



2 第２編 

第１節 

ア  子 ど

も の 権 利

擁護 

子どもの意見表明権を確実なもの

とするためには行政等から独立し

た第３者のアドボケイトの確保が

重要です。計画の修正をお願いし

ます。 

 

児童相談所、一時保護所、児童養

護施設、里親宅等で、子どもの権

利ノート等により子どもが自分の

権利について学習する機会を設け

ます。子どもの声を聴くための意

見箱についても、引き続き活用を

図ります。 

子どもたちが行政やケアを提供す

る人たちから完全に独立したアド

ボケイトと話すことができ、また

アドボカシー（傾聴・意見形成支

援・意見表明支援等）を受けるこ

とができるように制度を構築しま

す。 

・前段部分の字句の修正、脱字部

分は御指摘のとおり修正しまし

た。 

・後段部分のアドボカシーに関

する制度構築については、現在、

国において調査研究を行ってい

ることから、その動向を注視し

つつ、いただきました御意見を

参考に、今後、効果的な仕組みに

ついて検討していきます。 

 

3 第２編 

第１節 

発生予防 

 

 ４月から施行される体罰によら

ない子育てに関する支援策を追加

する。 

  

〇体罰は子どもの心身の健やかな

成長を阻害するものであり、しば

しば深刻な児童虐待へつながるお

それがあるとの認識を共有し、社

会全体でその防止を図る必要があ

る。 

体罰等によらない子育ての方法に

関する広報、育児疲れ、育児不安

などの相談先その他啓発活動を行

う。 

・御指摘の趣旨を踏まえ、市町村

等の関係機関と連携し、子育て

世帯をはじめとする社会全体へ

普及・啓発を図る取組を追加し

ました。 



 

4 第２編 

第１節 

今 後 の 取

組 

 家庭養護優先の原則を明示す

る。 

 里親家庭への支援内容を例示

（話を聴いてもらうだけでも楽に

なるので）するなどの修正をお願

いします。 

  

〇家庭養護優先の原則に基づき里

親及び特別養子縁組の制度等の周

知を図るとともに委託後の里親家

庭への定期的な訪問・傾聴、里親

の相互交流の場を設けるなど支援

体制の強化を図り、家庭養護を積

極的に推進します。 

・御指摘の点については、重要な

視点であることから、修正意見

を踏まえ、具体策についてより

詳細に、現在策定中の「長野県社

会的養育推進計画」において記

載させていただきます。 


